
 

○愛媛県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例（昭和60年12月27日条例第25号） 

 

愛媛県社会福祉審議会は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第12条第１項の規定に基づき、児

童福祉に関する事項を調査審議する。 

 

 


